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県内の野生イノシシにおける豚熱の確認について 

 

 

本県では、豚熱ウイルスの侵入を監視するため、野生イノシシの豚熱検査を実施してい

ますが、この度、新たに陽性が確認されましたので、お知らせします。 

 

１ 豚熱陽性となった野生イノシシの概要 

（１）発見・捕獲日等 

県内発生例 発見日 市町村 

２例目 ８月14日（水）死亡 三戸町 

（２）検査結果 

   令和６年８月16日（金）に中央家畜保健衛生所病性鑑定課の遺伝子検査で陽性と判

定されたことから、検査結果を動物衛生研究部門小平海外病研究拠点が確認したとこ

ろ、８月16日（金）13時、陽性と判定され、豚熱に感染していたことが確認されまし

た。   

 

２ 県の対応 

（１）県内の養豚農場に対し、本事例の情報提供と感染防止対策の指導を徹底 

（２）なお、次回以降に陽性が確認された場合は、「豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指

針」に基づき、週ごとにまとめ、毎週木曜日の午後にホームページ上でお知らせしま

す。 

（３）野生イノシシの発見地点から半径10キロメートル内にある養豚場は１農場のみで、

当該農場では異常豚はありません。 

 

３ 報道機関の皆様へのお願い 

（１）イノシシの発見場所や養豚農場での取材は、豚熱のまん延を引き起こす恐れがある

ことから、厳に慎むよう御協力をお願いします。 

（２）豚熱は、豚熱ウイルスが豚やイノシシに感染することで起こる病気であり、人に感

染することはありません。 

（３）仮に豚熱にかかったイノシシの肉や内臓を食べても、人体の健康に影響はありませ

ん。 
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